
令和８（２０２６）年度　働き方改革推進支援助成金 2026.5

【病院等】

＜提出書類＞  ※必須書類が不足していると受付できない場合がありますので、申請前によくご確認のうえ申請をお願いします。
□様式第10号

【交付決定後に国や地方公共団体の他の補助金の申請・受給をしている場合】
□申請書、交付決定通知書等の写し

□様式第11号  □同(続紙1～５) 

【選択した成果目標に応じて】　　　　　　　【賃上げ加算を選択している場合】
□様式第11号付票１～３、５　　　　　　□様式第11号別添

＜資料１＞
労働時間等設定改善委員会の設置等
労使の話し合いの機会の整備

□議事録の写し（会議名称、日時（何時から何時まで）、実施場所、出席者(役職名入り)、議事内容）
□話し合いを行った際の写真

＜資料２＞
労働時間等に関する苦情、意見、要望等を受け付けるための
担当者の選任

□周知文書の写し
□【事業場に掲示し周知した場合】掲示状況がわかる写真
□【文書交付・回覧で周知した場合】労働者全員の署名または押印があるもの

＜資料３＞
労働者に対する事業実施計画の周知

□周知文書の写し（様式第１号別添・同続紙・同別紙１の内容が記載されているもの）
□【事業場に掲示し周知した場合】掲示状況がわかる写真
□【文書交付・回覧で周知した場合】労働者全員の署名または押印があるもの

□①労務管理担当者に対する研修

□②労働者に対する研修、周知・啓発

□③外部専門家によるコンサルティング

□実施日時(時間数を含む)、実施場所、実施者、被実施者、実施内容が明らかとなる書類（コンサルティン
グ結果報告書等）
□実施した際の写真
□コンサルティングを受けた結果取り組んだ改善措置の実施内容が明らかとなる書類

□④就業規則・労使協定等の作成・変更
□交付決定後に作成・変更された就業規則・労使協定等の写し
□労働者に周知したことが確認できる資料（監督署の受付印があるもの、または周知申立書[支給要領最終
頁の参考様式]）

□⑤人材確保に向けた取組 □掲載した求人広告等の写し、企業説明会出展状況がわかる資料、採用ホームページの写し等
□発注日、掲載期間等、取組実施日が確認できる書類（契約書、発注書、納品書、作業報告書等）

□⑥労務管理用ソフトウェアの導入・更新

□⑦労務管理用機器の導入・更新

□⑧デジタル式運行記録計の導入・更新

□⑨労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

□①時間外・休日労働時間数の縮減 □交付申請後、事業実施予定期間の終了日までに締結し、監督署に届出した36協定書の写し

□②所定外労働時間の削減

□指定事業場ごとの全ての対象者（管理監督者を除く）の所定外労働時間の削減予定月の賃金台帳及
びタイムカード等、労働時間が確認できるもの
□労働者１人当たりの時間外労働時間数の算出根拠が確認できる資料（様式は任意）支給要領P.14の
計算式を参照

□③年休の計画的付与制度の導入 □交付申請後、事業実施予定期間の終了日までに施行し、監督署に届出した就業規則の写し

□④時間単位年休及び特別休暇の導入

□⑤勤務間インターバルの導入

□⑥医師の働き方改革推進

□「医師の働き方改革推進に係る成果目標」に関する報告書（兵庫局例示様式）
　　※兵庫労働局HPからダウンロードいただけます
□厚労省実施「トップマネジメント研修」を受講したことがわかる書類（受講時の研修資料）
□(事業実施予定期間中の)勤務実態報告書[任意様式]
　　※指定対象事業場に所属するすべての医師分
□対象労働者全員分の賃金台帳の写し（交付申請時に提出分より後から事業実施結果報告日までの支
払い済み期間分）
□労基法で定める、労働日数や労働時間数等の法定記載事項が記載されているもの

□交付申請後、事業実施予定期間の終了日までに施行し、監督署へ届出している就業規則（賃金規定）
の写し

【労働者10人未満で、監督署へ届出していない事業場の場合】
□周知申立書[支給要領最終頁の参考様式]
【月給者の場合、時間換算額が算定できるもの】
□月平均所定労働時間が確認できる資料（労働条件通知書、年間勤務カレンダー等）
□時間換算額を算出した計算式を記したもの

□対象労働者全員分の賃金台帳の写し（交付申請後から事業実施結果報告日までの期間）
□労基法で定める、労働日数や労働時間数等の法定記載事項が記載されているもの

□交付申請後、事業実施予定期間の終了日までに施行し、監督署へ届出している就業規則（賃金規定）
の写し

【労働者10人未満で、監督署へ届出していない事業場の場合】
□周知申立書[支給要領最終頁の参考様式]

＜留意事項＞
　・労働局職員が事業場へ訪問し、審査に必要な調査等を行う場合があります。
　・原則として、提出された書類により審査を行います。不正受給防止の観点から、一度提出された書類について、事業主の都合などによる差し替えや訂正を行うことはできません。　
　・追加的に書類を求めることや、書類の補正を求めることがあります。
　・交付決定後、事業の内容を変更となる場合は、変更内容を実施する前に「事業実施計画変更申請書(様式第４号)」等の提出が必要です。
　・事業が交付決定時に定めた事業実施予定期間内に完了しない見込みの場合は、事前に「事業完了予定期日変更報告書(様式第８号)」の提出が必要です。
　　※令和8年度の事業実施の最終期日は令和9年1月31日です。

5 ＜資料５＞
費用の支出に関する証拠書類

□預金通帳及び銀行振込受領書の写し（ウェブ通帳の場合は入出金明細及び振込記録等の写し）
　－振込日、振込先、振込金額、振込手数料がわかる資料
□請求書(振込先、支払い内容等がわかるもの）の写し、領収書の写し 等

6

<資料６＞
成果目標の達成状況に
関する証拠書類

※全ての指定事業場分
が必要

□⑧割増賃金率の引上げ

支給申請時の提出書類チェックリスト（業種別課題対応コース）

注意！ 交付申請時に電子申請していない方は、支給申請を電子申請することはできません。

1
□ 支給申請書

　＜資料Ａ＞ 他の補助金等の助成内容が確認できる資料

2 □ 事業実施結果報告書

3

実施体制の整備のための
措置に関する書類

※全ての指定事業場分
が必要

4

＜資料４＞
支給対象の事業の実施
に関する証拠書類

□実施日時(時間数を含む)、実施場所、実施者、被実施者、実施内容が明らかとなる書類（研修次第、
研修出席者名簿、研修テキスト等）
□被実施者全員の理解度を測る目的で行うアンケート結果の写し（労働者に対する研修に限る）
　 ※記名があるもの
□実施した際の写真

□発注日が確認できる書類（契約書・発注書等）
□納品日が確認できる書類（納品書、車両の場合は車検証及び自動車検査証記録事項）
□導入物の写真（設置状況がわかる遠景写真及び銘板等型番がわかる近景写真）
□導入したソフトウェア・機器等を使用して出力した帳票類、ログイン後のスクリーンショット、契約書等

□⑦賃金の引上げ

【労働者10人未満で、監督署へ届出していない事業場の場合】
□周知申立書[支給要領最終頁の参考様式]

【③年休の計画的付与制度、④時間単位年休及び特別休暇の導入が成果目標の場合】
（上記就業規則に加えて）
□交付申請後、事業実施予定期間の終了日までに締結された労使協定の写し

〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー15F
兵庫労働局 雇用環境・均等部 企画課
TEL：078-367-0700／FAX：078-367-9050
E-mail： hyogo-kikaku@mhlw.go.jp

※メールは追加資料の受信専用です。申請や質問はできません。
※件名に助成金名、申請事業者名を入れてください。

申請期限：事業実施予定期間が終了した日から起算して３０日後の日 または 令和９年２月５日（金）のいずれか早い日まで


